
明
治
維
新
前
後
を
中
心
と
す
る
近
世
末
、
明
治
初
の
甲
斐
国
の
男
子
平

均
婚
姻
年
齢
と
、
そ
れ
が
農
民
家
族
の
慣
行
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、

（
１
）

筆
者
は
先
（
以
下
前
稿
と
す
る
）
に
発
表
し
た
が
、
そ
れ
は
「
家
族
構
成
』

（
ワ
】
）

に
示
さ
れ
た
平
均
婚
姻
年
齢
と
三
世
代
家
族
比
に
関
す
る
戸
田
学
説
の
、

前
近
代
化
社
会
の
村
落
規
模
集
団
を
対
象
と
す
る
検
証
と
い
え
る
。
又
同

書
に
お
い
て
戸
田
貞
三
は
、
近
世
村
落
を
対
象
と
す
る
微
視
的
分
析
を
行

っ
て
、
近
世
の
家
族
の
構
成
に
対
す
る
考
察
を
深
下
し
た
。
そ
の
う
ち
慶

応
四
年
の
相
模
国
足
柄
郡
鍛
飴
屋
村
に
は
、
高
い
三
世
代
家
族
比
と
共
に

世
帯
主
の
父
親
と
傍
系
親
族
を
含
む
家
族
の
比
率
が
高
い
特
色
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
家
族
構
成
に
つ
い
て
同
氏
は
、
低
い
婚
姻
年
齢
と
跡
継
ぎ
の
婚

姻
間
も
な
く
行
わ
れ
た
父
親
の
隠
居
を
要
因
と
し
て
推
定
し
て
い
る
。
こ

の
、
跡
継
ぎ
の
婚
姻
間
も
な
く
父
親
が
隠
居
を
す
る
慣
行
が
、
近
世
末
、

宗
門
人
別
改
帳
に
み
ら
れ
る
甲
斐
国
の
直
系
家
族
慣
行
荻
原
香
代
子

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

は
じ
め
に

キ
ー
ワ
ー
ド
恥
幕
末
・
明
治
初
地
域
性
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族

跡
継
ぎ
の
婚
姻
間
も
な
い
父
親
の
隠
居

明
治
初
の
甲
斐
国
の
村
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
稿
で
示
し
た
。

し
か
し
少
数
の
村
落
を
対
象
と
す
る
に
留
ま
る
前
稿
は
、
同
時
期
の
甲
斐

国
の
他
村
を
対
象
と
す
る
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
等
に
つ
い
て
の
同
様
な
分

析
と
共
に
、
事
実
の
単
な
る
指
摘
の
み
に
留
ま
っ
た
、
こ
の
特
色
あ
る
隠

居
と
、
そ
の
背
景
で
あ
る
近
世
末
の
隠
居
慣
行
の
考
察
を
要
す
る
。

と
こ
ろ
で
「
家
族
構
成
』
に
示
さ
れ
た
戸
田
貞
三
の
研
究
は
主
と
し
て

大
正
九
年
当
時
の
家
族
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
世
村
落
の
家
族

の
研
究
は
後
に
残
さ
れ
た
と
い
え
る
。
宗
門
人
別
改
帳
に
基
づ
く
近
世
の

家
族
の
研
究
は
、
家
族
社
会
学
に
お
い
て
戸
田
貞
三
、
喜
多
野
清
一
、
小

山
隆
等
に
よ
っ
て
進
展
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
家

族
の
時
系
列
的
分
析
に
基
づ
く
、
正
岡
寛
司
、
藤
見
純
子
、
嶋
崎
尚
子
に

（
３
）

よ
る
歴
史
人
口
学
的
研
究
は
、
近
世
の
農
民
家
族
に
対
す
る
動
態
的
な
理

解
と
共
に
研
究
の
視
野
の
拡
大
を
可
能
と
し
た
。
前
稿
で
は
宗
門
人
別
改

帳
を
史
料
と
し
、
こ
の
時
系
列
的
分
析
の
方
法
の
適
用
に
よ
る
分
析
を
行

っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
も
そ
の
分
析
の
方
法
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
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本
稿
の
分
析
で
主
に
依
拠
す
る
資
料
は
宗
門
人
別
改
帳
、
「
山
梨
県
統

（
６
）

計
書
」
（
山
梨
県
編
）
、
明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
等
で
あ
る
。

明
治
期
の
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
は
「
山
梨
県
統
計
書
」
に
基

男
子
平
均
婚
姻
年
齢
と
、
そ
れ
が
直
系
家
族
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
し
て
の

前
稿
に
検
討
を
加
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
維
新
期
の
相
模
国
鍛
飴
屋
村
の
、
右
の
家
族
構
成
に
つ
い
て

戸
田
貞
三
は
、
そ
れ
ら
の
父
親
を
世
帯
主
と
み
な
せ
ば
、
同
村
の
家
族
も

又
す
べ
て
甲
類
す
な
わ
ち
直
系
親
の
み
の
家
族
に
な
る
と
し
て
、
世
代
数

の
客
観
的
尺
度
に
よ
る
基
本
構
成
を
示
す
と
共
に
、
宗
門
人
別
改
帳
に
そ

の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
慶
応
四
年
前
か
ら
こ
の
地
方
で
一
般
的

に
承
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
社
会
的
慣
習
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
家
族

（
４
）

の
構
成
に
及
ぶ
地
域
慣
行
の
影
響
に
つ
い
て
同
書
に
指
摘
し
た
。
そ
の
後

（
戸
○
）

「
宗
門
帳
に
於
て
観
ら
れ
る
家
族
構
成
員
」
に
お
い
て
同
氏
は
、
家
族
の

種
別
に
は
地
域
性
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
一
地
域
の
種
別
の
近
世
末
以
後

長
期
に
亙
る
類
似
性
を
示
し
た
。
家
族
の
種
別
は
婚
姻
年
齢
や
隠
居
等
の

家
族
慣
行
を
要
因
と
し
て
い
る
が
、
「
山
梨
県
統
計
書
」
に
基
づ
く
明
治

期
の
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
は
、
甲
府
市
及
び
郡
別
の
地
域
差

が
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
明
治
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
低
い
傾
向

を
示
す
南
都
留
郡
を
主
な
対
象
と
し
、
本
稿
で
は
幕
末
、
明
治
初
を
中
心

と
す
る
甲
斐
国
の
直
系
家
族
慣
行
と
そ
の
地
域
差
の
分
析
を
試
み
た
い
。

｜
資
料
と
分
析
方
法

づ
い
て
次
の
様
に
算
出
し
た
。
「
山
梨
県
統
計
書
」
に
掲
載
さ
れ
た
婚
姻

年
齢
の
表
示
が
各
歳
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
婚
姻
者
数
を
乗
じ
て
得
た
婚

姻
年
齢
の
総
和
を
婚
姻
者
総
数
で
除
し
て
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
再
婚
を

含
む
平
均
婚
姻
年
齢
と
し
て
表
１
（
末
尾
参
照
）
及
び
本
文
に
示
し
た
。

又
近
世
末
、
明
治
初
の
男
子
平
均
初
婚
年
齢
は
宗
門
人
別
改
帳
に
基
づ
き
、

そ
れ
に
載
る
直
系
家
族
の
時
系
列
変
化
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
抽
出
し
た

婚
姻
時
の
年
代
と
当
事
者
の
年
齢
を
基
礎
資
料
と
し
て
い
る
。
宗
門
人
別

改
帳
は
毎
年
作
成
さ
れ
た
が
、
現
存
す
る
宗
門
人
別
改
帳
に
は
年
号
に
二

年
以
上
の
前
後
間
隔
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
年
号
間
隔
が
一
年
の
場

合
の
婚
姻
時
と
婚
姻
年
齢
は
、
特
に
記
載
が
な
い
限
り
後
の
宗
門
人
別
改

帳
の
も
の
を
採
る
が
、
年
号
間
隔
が
二
～
三
年
の
場
合
、
こ
の
間
の
婚
姻

時
と
婚
姻
年
齢
は
、
後
の
宗
門
人
別
改
帳
に
記
載
さ
れ
た
も
の
か
ら
一
年

を
引
き
、
間
隔
が
四
年
の
場
合
は
二
年
を
引
く
（
間
隔
が
五
年
以
上
は
不

明
と
す
る
）
こ
と
に
よ
り
、
一
定
期
間
の
婚
姻
年
齢
の
総
和
を
婚
姻
者
総

数
で
除
し
、
平
均
婚
姻
年
齢
を
近
似
値
と
し
て
求
め
、
表
３
（
末
尾
参

照
）
及
び
本
文
に
示
し
た
。
又
表
６
（
未
尾
参
照
）
の
基
礎
資
料
で
あ
る

跡
継
ぎ
の
婚
姻
年
と
父
親
の
隠
居
年
も
同
様
な
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

尚
本
稿
で
示
す
年
齢
は
す
べ
て
数
え
年
で
あ
る
。

二
明
治
期
の
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
み
ら
れ
る
地

域
性

一
六
年
以
後
の
明
治
期
を
通
し
て
上
昇
す
る
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻

（
７
）

年
齢
を
示
す
表
１
に
は
、
甲
府
市
及
び
各
郡
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
明
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治
期
に
お
け
る
上
昇
傾
向
と
共
に
、
甲
府
市
及
び
各
郡
の
高
低
の
地
域
差

が
認
め
ら
れ
る
。
甲
府
盆
地
の
底
面
附
近
で
あ
る
甲
府
市
及
び
そ
の
周
辺

の
東
八
代
郡
、
東
山
梨
郡
等
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
は
山
梨
県
の
男
子
平

均
婚
姻
年
齢
よ
り
も
高
く
、
又
山
梨
県
南
部
の
神
奈
川
、
静
岡
両
県
寄
り

に
位
置
す
る
南
巨
摩
郡
、
西
八
代
郡
、
南
都
留
郡
及
び
西
山
梨
郡
等
の
男

子
平
均
婚
姻
年
齢
は
、
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
よ
り
も
低
い
傾
向

が
み
ら
れ
る
。

明
治
前
期
で
あ
る
一
六
年
の
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
は
、
再
婚

を
含
み
二
六
・
四
歳
と
低
く
、
そ
れ
に
対
応
し
て
甲
府
市
及
び
各
郡
の
男

子
平
均
婚
姻
年
齢
も
低
い
。
明
治
期
の
山
梨
県
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の

上
昇
は
、
一
九
歳
以
下
が
一
六
年
の
一
九
％
か
ら
四
五
年
の
一
・
○
二
％

に
低
下
す
る
一
方
で
、
二
四
～
二
八
歳
が
一
六
年
の
二
七
％
か
ら
四
五
年

の
四
一
％
に
、
同
様
に
し
て
二
九
～
三
三
歳
が
二
％
か
ら
二
一
％
に
、

そ
れ
ぞ
れ
上
昇
す
る
こ
と
を
主
要
因
と
し
て
い
る
。

「
山
梨
県
統
計
書
」
に
基
づ
く
表
１
に
、
南
都
留
郡
の
明
治
一
六
年
を

み
る
と
、
再
婚
を
含
み
二
五
・
五
歳
で
あ
る
。
こ
れ
は
山
梨
県
の
男
子
平

均
婚
姻
年
齢
と
比
較
し
て
全
体
的
に
低
い
南
都
留
郡
の
男
子
平
均
婚
姻
年

齢
の
、
明
治
前
期
に
お
け
る
低
年
齢
の
概
況
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
こ

の
低
い
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
出
現
に
関
す
る
解
明
は
ま
だ
進
ん
で
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
以
下
に
近
世
末
、
明
治
初
の
南
都
留
郡
内
数
ヵ
村
の
男

三
南
都
留
郡
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
と
三
世
代
家
族
比

子
平
均
婚
姻
年
齢
を
分
析
し
、
明
治
前
期
の
南
都
留
郡
の
低
い
男
子
平
均

婚
姻
年
齢
と
の
関
連
性
の
い
と
ぐ
ち
を
求
め
た
い
。

明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
に
基
づ
く
表
２
（
末
尾
参
照
）
は
、
幕
末
、
明

治
初
の
南
都
留
郡
内
の
村
々
に
み
ら
れ
る
低
い
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
傾

向
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
嘉
永
三
年
（
一
八
五
○
）
以
後
に
は
、
一
村

を
除
き
、
再
婚
を
含
み
約
二
五
歳
～
二
六
歳
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
一
六

年
の
南
都
留
郡
の
平
均
値
（
二
五
・
五
歳
）
に
近
い
値
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
表
３
は
宗
門
人
別
改
帳
に
基
づ
く
近
世
末
、
明
治
初
の
男
子

平
均
初
婚
年
齢
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
南
都
留
郡
を
み
る
と
Ｉ
期
（
天
明
三

年
～
天
保
元
年
の
約
六
○
年
間
）
、
Ⅱ
期
（
天
保
二
年
～
弘
化
元
年
の
約
一
五

年
間
）
、
Ⅲ
期
（
弘
化
二
年
～
明
治
三
年
の
約
二
五
年
間
）
と
低
下
を
し
て
い

る
。
そ
し
て
幕
末
、
明
治
初
で
あ
る
肌
期
の
小
野
村
、
小
明
見
村
は
約
二

二
歳
～
二
四
歳
に
低
下
し
て
い
る
。
同
表
は
、
他
郡
の
村
々
に
お
け
る
男

子
平
均
婚
姻
年
齢
の
、
Ⅲ
期
に
か
け
て
の
低
下
傾
向
も
同
様
に
示
し
て
い

る
。
し
か
し
明
治
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
高
い
傾
向
が
み
ら
れ
る

（
表
１
）
甲
府
市
域
の
三
日
町
の
、
幕
末
、
明
治
初
で
あ
る
旧
期
の
男
子

平
均
婚
姻
年
齢
は
、
郡
部
に
比
べ
る
と
高
く
、
二
八
・
六
歳
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
宗
門
人
別
改
帳
に
は
、
低
年
齢
者
の
記
載
様
式
に
村
落
間
の

（
８
）

差
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
に
は
そ
の
特
質
と
し
て

低
年
齢
者
に
至
る
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
幼
い
子
供
や
孫

等
が
含
ま
れ
る
三
世
代
家
族
の
比
率
は
、
明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
に
よ
り
、

正
確
な
値
が
得
ら
れ
る
と
い
え
る
。

明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
に
基
づ
く
表
４
（
末
尾
参
照
）
に
よ
る
と
、
幕
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以
上
の
よ
う
に
、
幕
末
、
明
治
初
の
南
都
留
郡
の
村
々
に
み
ら
れ
る
低

い
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
は
、
そ
れ
ら
の
村
の
高
い
三
世
代
家
族
比
の
要
因

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
三
世
代
家
族
と
同
様
に
「
父
親
と
既

婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
も
、
跡
継
ぎ
の
婚
姻
を
契
機
に
形
成
さ
れ
る
家

族
形
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
は
、
父
親
の

隠
居
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
の
比

率
を
上
昇
さ
せ
る
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
（
表
４
に
も
菅
野
村
、
新
倉
村
の

三
世
代
家
族
比
と
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
比
の
相
関
性
が
み
ら

れ
る
）
。（皿

）

表
５
（
末
尾
参
照
）
は
甲
斐
国
の
村
々
に
お
け
る
「
父
親
と
既
婚
跡
継

末
、
明
治
初
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
低
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
南
都
留
郡

の
村
々
の
三
世
代
家
族
比
は
、
東
山
梨
郡
の
村
と
比
較
し
て
高
い
傾
向
が

あ
る
。
東
山
梨
、
南
都
留
両
郡
の
三
世
代
家
族
比
の
差
は
、
男
子
平
均
婚

姻
年
齢
の
高
低
差
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
出
生
率
、
平

均
寿
命
が
一
定
の
社
会
に
お
け
る
三
世
代
家
族
比
の
高
低
は
平
均
婚
姻
年

（
９
）

齢
に
よ
る
と
す
る
戸
田
学
説
の
妥
当
性
を
示
す
と
い
え
る
。
尚
同
表
は
、

三
世
代
家
族
比
の
高
低
は
一
家
族
平
均
人
数
に
影
響
す
る
こ
と
を
示
し
て

い
一
つ
。

四
宗
門
人
別
改
帳
に
み
ら
れ
る
隠
居
慣
行

（
二
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族

父
親
の
隠
居
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家

族
」
の
比
率
に
は
、
右
の
よ
う
に
、
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
に
相
関

す
る
変
化
が
、
幕
末
、
明
治
初
に
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
父
親
の
隠
居
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
父
親
と
既
婚
跡
継

ぎ
を
含
む
家
族
」
の
中
に
占
め
る
隠
居
の
比
率
を
表
５
に
み
る
と
、
全
体

的
に
高
く
、
近
世
末
の
甲
斐
国
に
お
け
る
隠
居
慣
行
の
一
般
性
を
示
し
て

ぎ
を
含
む
家
族
」
比
の
、
近
世
末
、
明
治
初
の
変
動
を
示
す
が
、
同
表
上

段
に
掲
げ
る
郡
別
平
均
の
Ⅲ
期
か
ら
Ⅳ
期
に
か
け
て
上
昇
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
に
対
応
し
て
、
同
表
下
段
の
村
々
に
も
、
幕
末
、
明
治
初
の
Ⅳ

期
に
か
け
て
の
上
昇
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
幕
末
、
明
治
初
に
「
父
親
と
既

婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
の
比
率
が
上
昇
す
る
こ
の
傾
向
は
、
同
時
期
に

低
下
を
す
る
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
を
要
因
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
低
い
傾
向
が
あ
る
南
都
留
郡
の
「
父
親
と

既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
比
は
、
山
梨
・
巨
摩
両
郡
を
含
む
三
郡
の
う

ち
最
も
高
い
。
と
こ
ろ
で
郡
部
の
こ
の
傾
向
に
対
し
、
都
市
部
に
あ
る
府

中
三
日
町
の
、
幕
末
、
明
治
初
で
あ
る
Ⅳ
期
に
は
六
％
以
下
の
低
い
値
が

み
ら
れ
る
。
多
く
の
町
民
が
店
に
住
み
、
又
郡
部
か
ら
の
流
入
者
と
共
に

在
住
者
の
移
動
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
三
日
町
に
お
け
る
都
市
的
生
活
も
、

こ
の
低
い
比
率
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
二
八
・

六
歳
と
高
い
（
表
３
）
こ
の
時
期
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
が
主
な
要
因
で

あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
二
）
隠
居
慣
行
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い
る
。
し
か
し
Ｉ
期
か
ら
Ⅳ
期
に
か
け
て
の
、
時
系
列
的
に
有
意
な
変
化

は
少
な
く
又
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
比
と
の
相
関
性
も
少

な
い
。
と
は
い
え
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
が
低
下
を
す
る
幕
末
、
明
治
初
に
、

そ
の
結
果
と
し
て
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
が
増
加
す
る
に

伴
い
、
隠
居
も
相
対
的
に
増
加
を
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
幕
末
、
明
治

初
の
Ⅳ
期
に
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
の
比
率
が
比
較
的
低

い
東
山
梨
郡
を
み
て
も
、
そ
の
中
に
占
め
る
隠
居
比
は
約
六
○
％
と
高
く
、

又
同
時
期
の
三
日
町
の
、
こ
の
隠
居
比
は
平
均
三
二
％
と
郡
部
よ
り
は
低

い
も
の
の
都
市
に
一
般
的
に
隠
居
慣
行
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。

と
こ
ろ
で
幕
末
、
明
治
初
に
か
け
て
の
隠
居
慣
行
の
相
対
的
増
加
の
中

で
、
跡
継
ぎ
の
婚
姻
後
間
も
な
く
行
わ
れ
る
父
親
の
早
い
隠
居
が
増
加
を

す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
近
世
末
に
お
け
る
こ
の
慣
行
の
時
系
列
的
変
化

を
示
す
表
６
の
上
段
は
、
父
親
の
隠
居
年
と
跡
継
ぎ
の
婚
姻
年
と
の
平
均

間
隔
を
示
す
が
、
そ
れ
は
Ｉ
期
か
ら
幕
末
、
明
治
初
の
Ⅳ
期
に
か
け
て
縮

少
し
て
い
る
。
こ
の
平
均
間
隔
の
縮
少
は
主
と
し
て
、
同
表
下
段
に
示
す

跡
継
ぎ
の
婚
姻
後
間
も
な
く
行
わ
れ
る
父
親
の
隠
居
の
増
加
に
よ
る
も
の

（
Ⅲ
）

と
い
え
る
。
同
表
下
段
は
、
隠
居
総
数
に
占
め
る
、
跡
継
ぎ
の
婚
姻
と
同

年
に
行
わ
れ
た
父
親
の
隠
居
の
比
率
の
、
近
世
末
に
お
け
る
時
系
列
的
変

化
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
上
萩
原
村
の
他
、
史
料
的
制
約
に
よ
り
短
期

間
の
分
析
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
村
に
つ
い
て
も
、
全
体
的
に
み
る
と
Ｉ

期
か
ら
Ⅳ
期
に
か
け
て
上
昇
を
し
、
幕
末
、
明
治
初
に
か
け
て
こ
の
慣
行

が
増
加
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

男
子
平
均
婚
姻
年
齢
が
低
下
を
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
幕
末
、
明
治
初

の
甲
斐
国
で
、
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
が
増
加
を
す
る
こ

と
に
つ
い
て
四
に
述
べ
た
。
そ
し
て
表
４
に
示
す
よ
う
に
、
幕
末
、
明
治

初
の
南
都
留
郡
の
村
に
お
い
て
も
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」

比
は
約
二
五
％
～
三
○
％
と
高
い
値
を
示
し
、
管
野
、
熊
井
戸
両
村
は
三

二
％
～
四
二
％
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
に
基
づ

く
分
析
結
果
で
あ
る
が
、
一
方
宗
門
人
別
改
帳
に
基
づ
く
表
５
に
小
野
村

を
み
て
も
幕
末
の
元
治
二
年
頃
か
ら
上
昇
し
三
五
％
前
後
に
な
る
。
こ
れ

は
同
村
の
こ
の
時
期
の
二
二
・
二
歳
（
表
３
）
と
低
い
男
子
平
均
初
婚
年

齢
を
要
因
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
又
小
明
見
村
に
も
こ
の
比
率
の

（
吃
）

上
昇
傾
向
が
同
時
期
に
み
ら
れ
る
。

同
じ
く
表
５
に
幕
末
、
明
治
初
の
南
都
留
郡
の
村
の
「
父
親
と
既
婚
跡

継
ぎ
を
含
む
家
族
」
の
中
に
占
め
る
隠
居
の
比
率
を
み
る
と
、
大
明
見
村

を
除
い
て
、
全
体
的
に
低
い
。
し
か
し
明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
に
基
づ
く

表
４
に
明
治
初
の
こ
の
隠
居
比
を
み
る
と
、
四
に
述
べ
た
山
梨
・
巨
摩
両

郡
の
近
世
末
、
明
治
初
と
同
様
に
南
都
留
郡
に
も
高
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

五
幕
末
、
明
治
初
の
南
都
留
郡
に
み
ら
れ
る
隠
居
慣
行

（
二
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族

（
二
）
隠
居
慣
行
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こ
れ
か
ら
表
５
に
示
さ
れ
た
南
都
留
郡
の
低
い
隠
居
比
の
要
因
と
し
て
、

史
料
で
あ
る
宗
門
人
別
改
帳
の
、
こ
れ
ら
の
村
の
記
載
様
式
が
、
現
実
の（蝿

）

隠
居
を
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
、

実
際
に
は
高
い
比
率
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
四
に
述
べ
た
よ
う
に
、
跡
継
ぎ
の
婚
姻
間
も
な
い
父
親
の
隠

居
が
、
幕
末
、
明
治
初
の
東
山
梨
郡
及
び
巨
摩
郡
の
村
々
に
多
く
み
ら
れ

る
。
こ
の
隠
居
慣
行
は
、
同
時
期
の
南
都
留
郡
の
村
々
に
も
少
な
く
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
に
基
づ
く
表
７
は
、
明
治
初
年
の
戸
主
の
、
戸

主
へ
の
就
任
年
と
婚
姻
年
の
間
隔
を
示
す
。
同
表
に
お
い
て
婚
姻
前
の
戸

主
就
任
を
示
す
マ
イ
ナ
ス
は
、
未
婚
時
の
、
そ
の
多
く
が
父
親
の
死
去
に

よ
る
戸
主
就
任
を
表
す
と
い
え
る
。
又
婚
姻
後
の
戸
主
就
任
を
示
す
プ
ラ

ス
は
、
婚
姻
後
、
父
親
の
隠
居
や
死
去
の
為
に
戸
主
に
就
任
し
た
こ
と
を

表
す
と
い
え
る
。
そ
し
て
戸
主
就
任
と
婚
姻
が
同
年
で
あ
る
０
は
、
婚
姻

年
に
父
親
が
死
去
す
る
と
い
う
偶
然
性
が
各
村
共
に
最
も
多
い
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
大
多
数
が
婚
姻
時
に
お
け
る
父
親
の

隠
居
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
様
に
考
え
る
と

幕
末
、
明
治
初
の
南
都
留
郡
に
も
、
跡
継
ぎ
の
婚
姻
後
間
も
な
く
父
親
が

隠
居
を
す
る
慣
行
が
一
般
的
に
み
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
は
近
世
末
、
明
治
初
の
甲
斐
国
の
村
々
に
み
ら
れ
る
男
子
平
均
婚

六
隠
居
と
そ
の
前
後
の
家
族
形
態
に
お
け
る
平
均
年
齢

姻
年
齢
の
低
下
と
、
そ
れ
を
要
因
と
し
て
変
化
を
す
る
三
世
代
家
族
比
と

「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
比
及
び
こ
の
中
に
占
め
る
隠
居
比

と
隠
居
慣
行
の
性
格
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
り
、
そ
れ
は
幕
末
、
明
治
初

の
直
系
家
族
の
特
質
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
時
間
的
変
化
の
現
象
の
中
に
お
い
て
も
、
直
系
家
族

に
は
形
態
変
化
の
原
則
が
働
い
て
い
る
。
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む

家
族
」
形
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
～
明
治
三
年

（
一
八
七
○
）
の
上
萩
原
村
の
七
四
％
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
○
○
）
～
文

久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
上
粟
生
野
村
の
六
四
％
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五

二
～
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
の
小
屋
敷
村
の
七
○
％
は
「
夫
婦
と
未
婚

子
か
ら
成
る
家
族
」
を
前
形
態
と
し
、
又
上
萩
原
村
、
上
粟
生
野
村
は
こ

の
他
一
四
％
～
一
九
％
の
「
父
親
と
未
婚
子
か
ら
成
る
家
族
」
を
前
形
態

と
し
て
い
る
。

甲
斐
国
山
梨
郡
山
崎
村
の
直
系
家
族
形
態
の
変
化
の
原
則
は
、
小
山
隆

（
Ｍ
）

に
よ
っ
て
体
系
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
か
ら

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
至
る
、
近
世
末
の
六
○
年
間
に
お
け
る
山
崎

村
の
直
系
家
族
は
、
同
書
第
１
図
に
よ
る
Ⅲ
「
世
帯
主
十
無
配
偶
子
」
↓

Ⅳ
「
世
帯
主
十
有
配
偶
子
」
↓
Ⅶ
「
傍
系
世
帯
」
↓
Ⅵ
「
世
帯
主
十
尊
卑
属
」

を
主
要
回
路
と
し
て
変
化
し
、
Ⅵ
は
再
び
Ⅲ
へ
と
連
続
す
る
。
こ
の
う
ち

Ⅳ
、
Ⅶ
、
Ⅵ
に
は
、
尊
属
と
し
て
母
親
の
み
を
含
む
無
視
で
き
な
い
数
の

家
族
形
態
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
他
の
大
多
数
は
「
父
親
と
既
婚
跡

継
ぎ
を
含
む
家
族
」
で
あ
り
、
Ⅳ
か
ら
Ⅶ
に
か
け
て
父
親
の
隠
居
が
行
わ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
世
帯
主
十
無
配
偶
子
」
と
「
父
親
と
既
婚
跡
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と
こ
ろ
で
表
８
耒
尾
参
照
）
は
「
夫
婦
と
未
婚
子
か
ら
成
る
家
族
」

及
び
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
の
、
既
婚
男
子
の
郡
別
平
均

年
齢
を
示
す
。
同
表
に
よ
る
と
そ
れ
は
、
非
隠
居
の
跡
継
ぎ
↓
隠
居
の
跡

継
ぎ
↓
「
夫
婦
十
未
婚
子
」
の
夫
↓
非
隠
居
の
父
↓
隠
居
の
父
の
順
に
上

昇
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
山
隆
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
家
族
の
周
期
変
化

に
伴
う
年
齢
構
成
を
示
す
と
い
え
る
。

又
同
表
に
よ
る
と
既
婚
男
子
の
平
均
年
齢
に
は
、
Ｉ
期
か
ら
幕
末
、
明

治
初
の
Ⅳ
期
に
か
け
て
の
低
下
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
要
因
と
し
て

男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
が
推
定
さ
れ
る
。
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
が
低

下
す
る
に
伴
い
「
夫
婦
と
未
婚
子
か
ら
成
る
家
族
」
か
ら
「
父
親
と
既
婚

跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
へ
の
変
化
が
早
く
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時

に
又
跡
継
ぎ
の
婚
姻
後
間
も
な
く
父
親
が
隠
居
を
す
る
慣
行
が
幕
末
、
明

治
初
に
増
加
を
し
た
こ
と
も
、
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
推
定
さ
れ
る
。

表
１
の
明
治
期
の
平
均
婚
姻
年
齢
に
示
さ
れ
る
地
域
性
と
表
８
の
既
婚

男
子
の
平
均
年
齢
の
高
低
差
と
の
相
関
性
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

し
か
し
明
治
期
に
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
が
高
い
東
山
梨
郡
と
逆
に
低
い
南

都
留
郡
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ⅳ
期
の
隠
居
の
跡
継
ぎ
に
又
「
夫
婦
と
未
婚

子
か
ら
成
る
家
族
」
の
夫
の
Ｉ
期
か
ら
Ⅳ
期
に
高
低
の
差
が
み
ら
れ
る
。

継
ぎ
を
含
む
家
族
」
（
及
び
「
母
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
）
の
両
形

態
は
、
直
系
家
族
の
典
型
的
周
期
変
化
の
中
に
交
互
に
現
わ
れ
る
と
い
え

ブ
（
》
○

本
稿
で
は
、
宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
直
系
家
族
の
時
系
列
的
分
析
に
基

づ
き
、
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
及
び
そ
れ
が
直
系
家
族
形
態
に
及
ぼ
す
影
響

と
共
に
隠
居
慣
行
の
近
世
末
、
明
治
初
に
お
け
る
時
間
的
変
化
を
模
索
し

た
。
対
象
と
な
る
村
落
が
少
数
に
留
ま
る
こ
と
か
ら
甲
斐
国
の
他
の
村
々

と
の
比
較
検
討
が
課
題
と
さ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
の
範
囲
に
お
い
て
近
世

末
、
明
治
初
の
甲
斐
国
の
農
民
家
族
慣
行
と
そ
の
形
態
の
時
間
的
変
化
と

共
に
変
化
の
結
果
と
し
て
の
幕
末
、
明
治
初
の
特
質
が
確
認
さ
れ
る
。

幕
末
、
明
治
初
の
甲
斐
国
の
村
々
に
は
、
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
低
下

の
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む

家
族
」
と
隠
居
慣
行
の
増
加
要
因
と
い
え
る
。
又
同
時
期
に
は
跡
継
ぎ
の

婚
姻
間
も
な
い
父
親
の
早
い
隠
居
が
増
加
を
す
る
。
そ
し
て
同
時
期
に
み

ら
れ
る
、
隠
居
と
そ
の
前
後
の
家
族
形
態
に
お
け
る
既
婚
男
子
の
平
均
年

齢
の
低
下
は
、
右
の
時
間
的
変
化
を
背
景
と
す
る
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
低
い
地
域
性
が
み
ら
れ
る
南
都
留
郡

の
村
々
で
は
、
天
保
七
～
八
年
の
飢
饅
の
影
響
と
推
定
さ
れ
る
、
同
年
頃

の
「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
の
低
い
比
率
が
み
ら
れ
る
。
し

か
し
明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
に
よ
る
明
治
三
～
五
年
の
三
世
代
家
族
比
と

「
父
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
比
は
高
く
、
同
郡
の
低
い
男
子
平

均
婚
姻
年
齢
と
の
相
関
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
又
跡
継
ぎ
の
婚
姻
後

間
も
な
く
行
わ
れ
る
父
親
の
隠
居
の
慣
行
も
東
山
梨
郡
の
村
等
と
同
様
に

ま
と
め
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多
く
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
傾
向
は
直
系
家
族
の
周
期
上
の
家
族

形
態
に
含
ま
れ
る
父
親
や
既
婚
跡
継
ぎ
の
平
均
年
齢
を
低
下
す
る
要
因
と

考
え
ら
れ
る
。
南
都
留
郡
に
み
ら
れ
る
右
の
分
析
結
果
は
、
「
は
じ
め
に
」

で
述
べ
た
、
三
世
代
家
族
比
の
形
成
と
共
に
家
族
構
成
の
地
域
性
と
慣
行

性
に
関
す
る
戸
田
貞
三
の
学
説
の
妥
当
性
を
示
唆
す
る
と
共
に
、
平
均
婚

姻
年
齢
が
直
系
家
族
の
形
態
に
及
ぼ
す
影
響
の
大
き
さ
を
確
認
さ
せ
る
と

い
え
る
。

以
上
は
近
世
の
甲
斐
国
に
存
在
し
た
直
系
家
族
の
形
態
と
共
に
隠
居
慣

行
の
性
格
が
、
幕
末
、
明
治
初
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
と
共
に
、

同
時
期
に
顕
在
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
幕
末
、
明
治
初
に

か
け
て
の
家
族
形
態
と
家
族
慣
行
の
時
間
的
変
化
の
中
に
お
い
て
も
、
直

系
家
族
形
態
に
は
変
化
の
原
則
が
働
い
て
い
る
。
近
世
末
の
山
梨
郡
山
崎

（
脂
）

村
を
対
象
と
す
る
、
家
族
の
周
期
的
変
化
に
関
す
る
小
山
隆
の
学
説
に
基

づ
く
「
直
系
尊
属
と
未
婚
子
か
ら
成
る
家
族
」
か
ら
「
父
親
と
既
婚
跡
継

ぎ
を
含
む
家
族
」
（
「
母
親
と
既
婚
跡
継
ぎ
を
含
む
家
族
」
）
へ
の
形
態
変
化

は
、
直
系
家
族
の
典
型
的
周
期
変
化
を
示
す
。
こ
の
変
化
に
も
幕
末
、
明

治
初
に
か
け
て
の
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
の
低
下
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
、

両
家
族
形
態
の
既
婚
男
子
の
平
均
年
齢
の
低
下
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
そ

し
て
跡
継
ぎ
の
婚
姻
間
も
な
く
父
親
が
隠
居
を
す
る
こ
と
は
、
父
親
が
隠

居
を
し
て
い
る
家
族
の
平
均
年
齢
を
低
下
さ
せ
る
。
こ
の
様
に
考
え
る
と

男
子
平
均
婚
姻
年
齢
と
父
親
の
隠
居
年
齢
の
低
下
は
幕
末
、
明
治
初
の
家

族
構
成
の
比
率
と
共
に
家
族
の
平
均
年
齢
に
も
影
響
す
る
と
い
え
る
。
そ

し
て
こ
の
傾
向
は
甲
斐
国
に
お
い
て
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
に
低
い
傾
向
を

示
す
南
都
留
郡
等
に
明
確
に
み
ら
れ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
傾
向
に

つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
と
い
え
る
。

《
汪（

１
）
拙
稿
「
明
治
維
新
前
後
の
甲
斐
国
に
み
ら
れ
る
直
系
家
族

慣
行
」
（
比
較
家
族
史
学
会
編
「
比
較
家
族
史
研
究
』
第
一
四

号
、
弘
文
堂
、
二
○
○
○
年
）
。

（
２
）
戸
田
貞
三
「
家
族
構
成
」
（
弘
文
堂
、
一
九
五
三
年
）
第
二

章
「
我
国
の
家
族
構
成
」
に
お
い
て
戸
田
貞
三
は
、
平
均
寿

命
、
出
生
率
が
一
定
の
社
会
条
件
下
の
三
世
代
家
族
比
は
、

平
均
婚
姻
年
齢
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
し
た
。

（
３
）
正
岡
寛
司
、
藤
見
純
子
、
嶋
崎
尚
子
「
近
世
農
民
の
世
帯

と
個
人
の
動
態
的
な
理
解
の
た
め
に
Ｉ
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
ァ

ブ
ロ
ー
チ
の
応
用
ｌ
」
（
利
谷
信
義
、
鎌
田
浩
、
平
松
紘
編

『
戸
籍
と
身
分
登
録
」
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
六
年
）
。

（
４
）
前
掲
『
家
族
構
成
」
第
二
章
「
我
国
の
家
族
構
成
」
第
四

節
「
家
族
の
構
成
形
態
」
注
岨
、
注
昭
。

（
５
）
戸
田
貞
三
「
宗
門
帳
に
於
て
観
ら
れ
る
家
族
構
成
員
」
（
戸

田
貞
三
、
鈴
木
栄
太
郎
監
修
『
家
族
と
村
落
」
御
茶
の
水
害

房
、
一
九
七
八
年
）
。

（
６
）
明
治
以
後
の
戸
籍
の
閲
覧
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

明
治
初
年
の
戸
籍
関
連
文
書
に
関
し
て
甲
府
地
方
法
務
局
に

問
い
合
わ
せ
た
。
そ
し
て
農
家
の
蔵
等
の
地
元
に
残
さ
れ
た
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史
料
は
こ
の
制
度
の
範
囲
外
に
あ
る
も
の
の
、
特
定
の
個
人

が
推
定
さ
れ
な
い
よ
う
な
配
慮
は
す
べ
き
と
い
う
指
示
を
仰

い
だ
。

（
７
）
明
治
期
の
山
梨
県
の
女
子
平
均
婚
姻
年
齢
は
、
一
六
年
が

二
三
・
二
歳
、
二
六
年
が
二
四
・
六
歳
、
四
一
年
が
二
五
・

四
歳
と
、
男
子
平
均
婚
姻
年
齢
と
同
様
に
上
昇
す
る
。
し
か

し
近
世
末
、
明
治
初
の
村
々
の
平
均
婚
姻
年
齢
に
は
、
男
子

の
様
な
有
意
の
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。

（
８
）
宗
門
人
別
改
帳
の
前
文
に
は
、
そ
れ
に
記
載
さ
れ
た
村
民

が
当
歳
、
二
歳
、
五
歳
以
上
等
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

（
９
）
前
掲
「
家
族
構
成
」
第
二
章
「
我
国
の
家
族
構
成
」
。

（
川
）
近
世
末
、
明
治
初
の
約
一
二
○
年
間
の
分
析
結
果
で
あ
る

表
５
、
表
６
及
び
表
８
の
年
代
区
分
に
つ
い
て
は
、
一
八
○

○
年
以
前
に
比
べ
て
一
八
○
○
年
代
を
細
分
化
（
特
に
幕
末
、

明
治
初
の
一
○
年
の
短
期
区
分
を
設
け
）
し
、
幕
末
、
明
治

初
の
傾
向
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
を
意
図
し
た
。

（
Ⅱ
）
こ
こ
で
示
す
隠
居
総
数
と
は
、
宗
門
人
別
改
帳
に
載
る
家

族
の
時
系
列
的
分
析
を
通
し
て
抽
出
し
た
跡
継
ぎ
の
婚
姻
と

そ
の
父
親
の
隠
居
の
う
ち
、
両
者
の
年
代
間
隔
が
明
ら
か
で

あ
る
場
合
の
隠
居
の
総
数
を
指
す
。

（
皿
）
同
表
が
示
す
よ
う
に
、
天
保
八
年
以
後
の
約
八
年
間
の
小

野
、
戸
沢
、
大
明
見
、
小
明
見
の
各
村
に
は
、
こ
の
比
率
の

低
下
が
一
様
に
み
ら
れ
る
。
史
料
上
の
裏
付
け
に
欠
け
る
も

の
の
、
そ
の
要
因
は
天
保
八
年
頃
に
激
し
さ
を
増
し
た
飢
饅

の
影
響
が
南
都
留
郡
の
家
族
に
及
ん
だ
こ
と
を
示
唆
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
増
田
廣
實
に
よ
る
と
（
増
田
廣
實
「
甲
州
天

保
一
摸
と
郡
内
諸
村
」
（
磯
貝
正
義
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編

纂
委
員
会
編
「
甲
斐
の
地
域
史
的
展
開
』
雄
山
閣
出
版
、
一

九
七
九
年
）
）
、
天
候
の
不
順
等
に
よ
り
天
保
年
間
の
郡
内
地

方
（
南
北
都
留
郡
）
に
は
飢
饅
が
発
生
し
、
一
二
ヵ
村
中

一
○
五
ヵ
村
の
村
民
が
他
へ
離
散
し
た
。
こ
れ
を
富
士
吉
田

市
域
に
み
る
と
、
天
保
九
年
の
宗
旨
人
別
改
帳
に
よ
る
新
倉

村
で
は
二
三
三
戸
（
人
口
八
七
九
人
）
中
の
三
七
戸
（
人
口

一
二
四
人
）
が
離
散
し
た
。
し
か
し
同
村
の
戸
数
は
弘
化
五

年
ま
で
に
は
二
二
二
戸
（
人
口
一
○
○
三
人
）
に
回
復
し
た
。

増
田
氏
に
よ
っ
て
も
、
飢
鯉
後
に
離
散
家
族
の
ほ
と
ん
ど
が

復
帰
し
て
い
る
。
同
氏
は
そ
の
要
因
を
家
父
長
的
家
族
制
度

の
原
理
と
し
て
い
る
。
又
大
明
見
村
の
弘
化
二
年
の
宗
門
人

別
改
帳
の
総
寄
に
よ
っ
て
も
、
村
内
人
口
七
○
九
人
中
の
三

六
人
が
「
離
散
立
戻
並
他
所
よ
り
入
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
天
保
七
年
以
後
の
下
吉
田
村
で
は
、
こ
の
他
に
同
村
の

商
工
業
的
地
域
性
も
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
田
）
前
掲
「
明
治
維
新
前
後
の
甲
斐
国
に
み
ら
れ
る
直
系
家
族

慣
行
」
九
九
頁
、
に
お
い
て
、
家
族
筆
頭
者
の
記
載
様
式
が
、

明
治
初
年
の
戸
籍
文
書
と
宗
門
人
別
改
帳
に
差
が
あ
る
村
の
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存
在
に
つ
い
て
述
べ
た
。

（
Ｍ
）
小
山
隆
「
家
族
形
態
の
周
期
的
変
化
」
（
喜
多
野
清
一
、
岡

田
謙
編
「
「
家
」
ｌ
そ
の
構
造
分
析
」
創
文
社
、
一
九
五
九

年
）
七
四
頁
。

（
咽
）
前
掲
「
家
族
形
態
の
周
期
的
変
化
」
。

（
家
族
関
係
学
）

表l明治期の山梨県の男子平均婚姻年齢（再婚を含む）

山梨県編「山梨県統計書」の掲載年による
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山梨県甲府市東山梨郡西山梨郡東八代郡西八代郡南巨摩郡中巨摩郡北巨摩郡南都留郡北都留郡

年
年
年
年
年
年
年
年
年

16

26

31

32

41

42

43

44

45

27．1

29．2

27．9

31．8

29．2

29．2

29．2

29.6

30．2

25．5

26．7

25．7

27．2

28．3

28．3

28.0

27．8

28．3

26．2

27．4

27．5

27．9

28．9

29．0

29．5

29.6

29．6

27．1

29．3

27．6

28．4

28．1

29．6

29.3

29．7

29．1

25．8

27．1

27．1

24．5

27．9

27．3

28.1

27．6

28．7

24．2

28．2

25．8

28．3

27．9

26．0

27．7

28．1

28．6

25．0

28．7

27．9

28．0

29．2

30．0

29.7

31．4

28．4

25．7

27．8

24．3

24．3

29．3

26．9

29.0

28.0

28.0

26.8

29.0

28.9

31.2

29.8

32.8

30.3

30.0

31．1

26.2

28.3

30.5

28.2

30.8

31.4

30.8

30.3

30．9

26．4

28．2

27．2

28．4

28．8

28．7

29．2

29.4

29．3



表2近世末・明治初の南都留郡にみられる男子平均婚姻年齢（再婚を含む）

各村の明治3年、明治5年戸籍下調簿による。

表3近世末・明治初の男子平均初婚年齢 （ ）は婚姻者数

各村及び三日町の宗門人別改帳による。
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大明見村新倉村上組金井村 菅野村 熊井戸村 小野村 加畑村

婚姻時
文政2～ 文化6～ 文化3～文政12～文政7～文政11～天保4～

嘉永2 嘉永2 嘉永2 嘉永2 嘉永2 嘉永2 嘉永2

平均婚姻年齢 25．7 25．2 23．4 25．7 25．0 25．5 27．0

婚姻者数 56 27 8 11 23 15 10
■一一一一■■一一一一一一一一一‐ q■ー ｡■■ ｡■､一一一一q■､ーq■F一一一一一‐一一一ーー－－－－－－－－一一＝ー一一一一一一一一一－一一一一■■ーｰ一一一一一一一一一一－4■b一一一一一一一 』■■－－－－－－－－ q■B－－－4■p一一一一一一一q■､ q■い q■pー

婚姻時
嘉永3～ 嘉永3～嘉永3～ 嘉永3～ 嘉永3～嘉永3～ 嘉永3～

明治3 明治5 明治5 明治2 明治2 明治2 明治5

平均婚姻年齢 25．3 24．7 26．4 25．7 26．7 26.0 25．7

婚姻者数 133 38 23 21 37 49 19

I 天明3 (1783)～ II 天保2 (1831)～ 1I1 弘化2 (1845)~

天保1 (1830) 弘化1 (1844) 明治3 (1870)

南都留郡小野村

小明見村

大明見村

下吉田村

戸沢村

東山梨郡下小田原村

上萩原村

上粟生野村

綿塚村

巨摩郡 荒川村

下条南割村

下円井村

西野村北組

東南湖村

吉田村

府中 三日町

22.2 (12)

23.6 （37）

23.2 （16）

26.2 （57）

25.9 (19)

23.1 (25)

23.6 (10)

25.0 （14）

24.1 (44)

26.7 （52）

25.8 （48）

28.6 （56）

22.5 （10）

24.9 (16)

27.6 （41）

25.8 （16）

28.2 （74）

27.3 （15）

23.7 （15）

26.1 (15)

27.4 （20）

26.1 (36)

27.9 ( 16)

28.5 （ 45）

28.3 (114)

26.3 （46）

29.4 （27）

26.7 （48）



表4明治初年の南都留郡内の村々にみられる家族構成 （ ）は％を示す。

①三世代家族比②全村家族に占める｢父親と既婚跡継ぎを含む家族｣比③｢父親と既婚跡継ぎを含

む家族」に占める父親の隠居比④l家族平均人数

各村の明治3年、明治5年戸籍下調簿による。

表5父親と既婚跡継ぎを含む家族及びそれに占める父親の隠居（％）

①父親と既婚跡継ぎを含む家族②①中の父親の隠居③総家族数

大明U見奴t

①12 12

②85 68

3164 177

l9 14

94 96

66 167

化6文化1

16 21

ツ 18 19 20 2

7 93 74 72 6

①
②
③

０
５

７
７

６
６ う4 61 59

①
②
③

Ｕ
ｎ

Ｊ
１

Ｉ
、

①
②
③

20 20 16

62 67 66

76 81 89
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大明見村新餉瑚小野村加畑村金井村菅野村熊井戸村道志村

cf.東山梨郡

平沢村千野村上萩原村熊野村

①
②
③
④
総戸数

(43） （28） （32） （46） （34） （62） （37） （43）

(26) (19) (25) (24) (29) (42) (32) (31)

(49) (100) (76) (56) (50) (82) (61) (83)

5．2 4．1 4．5 4．7 4．7 6．0 5．0 5．4

190 93 68 37 41 26 57 260

(30) (30) (30) (33)

(34） （26） （23） （22）

(92) (60) (60) (95)

3.9 4．5 4．5 5．0

35 154 125 93

東山梨郡

南都留郡

巨摩郡（逸見・北山筋）

府中三日町

1 175()～1800

①②③

16 73 419

13 61 903

24 31 403

II l801～1830

①②③

19 78 337

21 53 1268

18 24 761

III l831～1860

①②③

19 60 760

18 70 1983

18 33 2772

6 24 414

IVl861～1870

①②③

20 64 551

21 61 801

24 42 1800

5 33 346



享和2

24

62

143

享和3文化2文政8文政10

17 10 18 21

0 8 0 4

117 119 131 118

文化10文政12

24 16

78 100

90 86

文化2文化6文政4

23 19 15

83 67 67

79 81 80

寛政13文化10文政4文政8

8 14 18 9

33 14 44 50

40 43 44 46

南都留郡大明見村 天明7寛政4寛政8

17 29 25

18 26 46

132 133 138

①
②
③

小明見村

①
②
③

小野村

①
②
③

戸沢村

(加畑村） ①
②
③

巨摩郡 日野村 寛政8

14

92

92

天明3買政6寛政12

13 21 27

50 94 76

79 78 78

寛政3寛政9

10 2

75 50

41 41

①
②
③

下円井村

①
②
③

西野村北組

①
②
③

荒川村

①
②
③

東南湖村

(吉田村） ①
②
③

府中 三日町

①
②
③

注年代は跡継ぎの婚姻年に基づく。各村及び三日町の宗門人別改帳による。

巨摩郡の平均値は下段のうち、逸見筋、北山筋の村の平均値である。
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表6跡継ぎの婚姻と父親の隠居の年差

注年差が明らかな隠居のみの総数である。年代は跡継ぎの婚姻年に基づく。

各村の宗門人別改帳による。

表7幕末、明治初の南都留郡内にみられる戸主就任と婚姻の年差

（天保3年～明治5年、単位人）

各村の明治5年戸籍下調簿及び「小野村明治5年戸籍相続取調下帳」による。

-100-

1 1750～ 11 1801～ Ⅲ1831～ IVl861～

1800 1830 1860 1870
隠居総数

(注）

父親の隠居年と跡継ぎの

婚姻年の年差平均

山梨郡 上萩原村上切

小屋敷村

上粟生野村

綿塚村

南都留郡大明見村

巨摩郡 下条南割村

西野村北組

吉田村

3．55 1．26 1．66 0．80

3．25 2．22

3．19 1．56

2．79 1．00

4．40

1．59

2．50

一

－

2．30

93

33

37

27

11

７
０
２

１
１
１

全隠居中に占める跡継ぎ

の婚姻年に行われた隠居

比（％）

山梨郡 上萩原村上切

小屋敷村

上粟生野村

綿塚村

南都留郡大明見村

巨摩郡 下条南割村

西野村北組

吉田村

1 1750～ II l8()l～ lⅡ 1831～ IVl861～

1800 1830 186(） 1870

60

67

70

67

56

38

71

｜
蛇

54

29

50

44

50

27

戸主就任年一婚姻年 －18－16－15－12－ll－lO－9－8－7－6－5－4－3－2－l O l 2

小野村

加畑村

金井村

新倉村上組

1 3 18 11 3

1 1 2 1 1 1 1 1 4 3

l l l l l l 2 6 6 1

1 1 1 2 1 3 1 31 2 3

戸主就任年一婚姻年 3 4 5 6 7 8 9 11 15 19 21 23 39

小野村

加畑村

金井村

新倉村上組

1 3 1 2 2

1 2 1 1 1

5 2 1

1 2 1 1 1



表8 「夫婦十未婚子」 「父親と既婚跡継ぎを含む家族」の既婚男子の平均年齢

注年代は表6に準じる。各村の宗門人別改帳による。
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｢夫婦十 父親と既婚跡継ぎを含む家族

未婚子」非隠居非隠居

の夫 父 跡継ぎ
隠居父

隠居

跡継ぎ

史料

1 1750～1800

東山梨郡

大明見村(南都留郡）

巨摩郡（逸見、北山

筋）

II l801～1830

東山梨郡

小明見村(南都留郡）

巨摩郡（逸見、北山

筋）

III l831～1860

東山梨郡

南都留郡

巨摩郡（逸見、北山

筋）

IV1861～1870

東山梨郡

南都留郡

巨摩郡（逸見、北山

筋）

42．8

37．5

35．6

41．1

36．9

36．1

37.4

35．1

36．9

35．8

34．9

68．2

67．0

68．0

70．6

67．1

66．0

68.4

67．9

67．6

67．2

62．0

33.1

32.9

30.6

33.3

33.1

28.0

34.1

33．8

26．9

29．4

29．5

28．4

63.1

63.8

62.8

63.9

65.1

58.0

60.4

63．3

6().5

59．9

58．7

58．5

50．8

49．7

50．5

52．1

50．9

52．1

48.8

47．9

49．1

47．4

44．9

46．0

宝暦5小屋敷村､天明8上

萩原村、寛政12上粟生野村

天明7大明見村

寛政8 日野村､天明3下円

井村

文化8小屋敷村､文化2上

萩原村､文政7千野村､文政

5熊野村

享和3小明見村

文化10 日野村、文化1下

円井村

天保7小屋敷村､天保4上

萩原村､天保7綿塚村､天保

5上粟生野村、嘉永7三日

市場村

弘化2大明見村､天保9小

明見村､天保9新倉村､天保

7下吉田村、天保4小野村

天保14 日野村、天保8荒

川村、天保12下条南割村

慶応4綿塚村､明治3熊野

村、文久l小屋敷村、明治2

上萩原村、万延l 上粟生野

村､慶応3三日市場村､慶応

2千野村

明治3大明見村､明治3小

明見村、明治2新倉村､明治

3下吉田村、明治3千野

村、明治2加畑村

明治2 日野村､明治2下円

井村、慶応4荒川村、元治2

下条南割村


